
昭和四⼗⼆年法律第⼋⼗⼀号 

住⺠基本台帳法 

第⼆章 住⺠基本台帳 

（国⼜は地⽅公共団体の機関の請求による住⺠基本台帳の⼀部の写しの閲覧） 

第⼗⼀条 国⼜は地⽅公共団体の機関は、法令で定める事務の遂⾏のために必要である場合には、市町

村⻑に対し、当該市町村が備える住⺠基本台帳のうち第七条第⼀号から第三号まで及び第七号に掲げる

事項（同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。）に係る部分の写し（第六

条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住⺠票を調製することにより住⺠基本台帳を作成してい

る市町村にあつては、当該住⺠基本台帳に記録されている事項のうち第七条第⼀号から第三号まで及び

第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五⼗条において「住⺠基本台帳の⼀部の

写し」という。）を当該国⼜は地⽅公共団体の機関の職員で当該国⼜は地⽅公共団体の機関が指定する

ものに閲覧させることを請求することができる。 


